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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年1月19日(2018.1.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子式の位置測定装置（１０００）のための位置検出器（１００）において、前記位置
検出器（１００）は、周期的な磁気信号（Ｓ）を生成するための信号生成装置（１１０）
と、前記信号生成装置（１１０）に電気エネルギーを供給するための電気エネルギー供給
装置（１２０）とを有している位置検出器（１００）。
【請求項２】
　前記電気エネルギー供給装置（１２０）は少なくとも１つの局所的なエネルギー蓄積器
（１２２）を有している、請求項１に記載の位置検出器（１００）。
【請求項３】
　前記電気エネルギー供給装置（１２０）は、機械エネルギー、熱エネルギー、放射エネ
ルギー、ならびに／または磁界および／もしくは電界から取り出されるエネルギーを電気
エネルギーへ変換するために構成された少なくとも１つのエネルギー変換器（１２４）を
有している、請求項１または２に記載の位置検出器（１００）。
【請求項４】
　前記信号生成装置（１１０）は少なくとも１つのオシレータを有している、請求項１～
３のいずれか１項に記載の位置検出器（１００）。
【請求項５】
　周期的な磁気信号（Ｓ）は１キロヘルツから２００キロヘルツの範囲内の周波数成分を
有している、請求項１～４のいずれか１項に記載の位置検出器（１００）。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に基づいて構成された、測定経路（ＭＷ）に沿って可動の
位置検出器（１００）の位置（ｘ）を判定するための位置測定装置（１０００）において
、前記位置測定装置（１０００）は前記位置検出器（１００）により生成される磁気信号
（Ｓ）を検出するために測定経路（ＭＷ）に沿って配置された少なくとも１つの第１の導
体ループ（Ｌ１）を有しており、前記第１の導体ループ（Ｌ１）は前記位置検出器（１０
０）の信号生成装置（１１０）と前記第１の導体ループ（Ｌ１）との間の磁気結合が前記
位置検出器（１００）の位置（ｘ）に依存して変化するように構成されており、且つ磁気
信号（Ｓ）により前記第１の導体ループ（Ｌ１）で生成される第１の信号（ｓ１）に依存
して位置（ｘ）を判定するための評価装置（１０１０）を有している位置測定装置（１０
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００）。
【請求項７】
　前記位置検出器（１００）により生成される磁気信号（Ｓ）を検出するために少なくと
も区域的に測定経路（ＭＷ）に沿って配置された第２の導体ループ（Ｌ２）がさらに設け
られており、前記評価装置（１０１０）は第１の信号（ｓ１）に依存し、且つ磁気信号（
Ｓ）により前記第２の導体ループ（Ｌ２）で生成される第２の信号（ｓ２）に依存して位
置（ｘ）を判定するために構成されており、前記第１の導体ループ（Ｌ１）の特に少なく
とも１つの区域は測定経路（ＭＷ）の参照位置（ｘ０）に関して実質的にほぼ正弦形の推
移を有しており、前記第２の導体ループ（Ｌ２）の少なくとも１つの区域は測定経路（Ｍ
Ｗ）の参照位置（ｘ０）に関して実質的にほぼ余弦形の推移を有している、請求項６に記
載の位置測定装置（１０００）。
【請求項８】
　少なくとも１つの導体ループ（Ｌ１）は、少なくとも１つの前記導体ループ（Ｌ１）の
微分面積要素（ｄＡ）の大きさが測定経路（ＭＷ）の座標軸（ｘ）に沿って設定可能な関
数に従って変化するように構成されている、請求項６または７に記載の位置測定装置（１
０００）。
【請求項９】
　少なくとも３つの導体ループ（Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３）が設けられており、第１の導体ルー
プ（Ｌ１）に割り当てられる関数は正弦関数であり、第２の導体ループ（Ｌ２）に割り当
てられる関数は余弦関数であり、第３の導体ループ（Ｌ３）に割り当てられる関数は定数
である、請求項８に記載の位置測定装置（１０００）。
【請求項１０】
　電子式の位置測定装置（１０００）のための位置検出器（１００）を作動させる方法に
おいて、前記位置検出器（１００）は信号生成装置（１１０）により周期的な磁気信号（
Ｓ）を生成し、電気エネルギー供給装置（１２０）が前記信号生成装置（１１０）に電気
エネルギーを供給する方法。
【請求項１１】
　前記電気エネルギー供給装置（１２０）はエネルギー変換器（１２４）により機械エネ
ルギー、熱エネルギー、放射エネルギー、ならびに／または磁界および／もしくは電界か
ら取り出されるエネルギーを電気エネルギーへと変換し、局所的なエネルギー蓄積器（１
２２）で少なくとも一時的に蓄積する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に基づいて構成された、測定経路（ＭＷ）に沿っ
て可動の位置検出器（１００）の位置（ｘ）を判定するための位置測定装置（１０００）
を作動させる方法において、前記位置測定装置（１０００）は前記位置検出器（１００）
により生成される磁気信号（Ｓ）を検出するために測定経路（ＭＷ）に沿って配置された
少なくとも１つの第１の導体ループ（Ｌ１）を有しており、前記第１の導体ループ（Ｌ１
）は前記位置検出器（１００）の信号生成装置（１１０）と前記第１の導体ループ（Ｌ１
）との間の磁気結合が前記位置検出器（１００）の位置（ｘ）に依存して変化するように
構成されており、磁気信号（Ｓ）により前記第１の導体ループ（Ｌ１）で生成される第１
の信号（ｓ１）に依存して評価装置（１０１０）が位置（ｘ）を判定する方法。
【請求項１３】
　前記位置検出器（１００）により生成される磁気信号（Ｓ）を検出するために少なくと
も区域的に測定経路（ＭＷ）に沿って配置された第２の導体ループ（Ｌ２）がさらに設け
られており、前記評価装置（１０１０）は第１の信号（ｓ１）に依存し、且つ磁気信号（
Ｓ）により前記第２の導体ループ（Ｌ２）で生成される第２の信号（ｓ２）に依存して位
置（ｘ）を判定し、前記第１の導体ループ（Ｌ１）の少なくとも１つの区域は測定経路（
ＭＷ）の参照位置（ｘ０）に関して実質的にほぼ正弦形の推移を有しており、前記第２の
導体ループ（Ｌ２）の少なくとも１つの区域は測定経路（ＭＷ）の参照位置（ｘ０）に関
して実質的にほぼ余弦形の推移を有している、請求項１２に記載の方法。
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【請求項１４】
　少なくとも１つの導体ループ（Ｌ１）は少なくとも１つの前記導体ループ（Ｌ１）の微
分面積要素（ｄＡ）の大きさが測定経路（ＭＷ）の座標軸（ｘ）に沿って設定可能な関数
に従って変化するように構成されている、請求項１２または１３に記載の方法。
【請求項１５】
　少なくとも３つの導体ループ（Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３）が設けられており、第１の導体ルー
プ（Ｌ１）に割り当てられる関数は正弦関数であり、第２の導体ループ（Ｌ２）に割り当
てられる関数は余弦関数であり、第３の導体ループ（Ｌ３）に割り当てられる関数は定数
であり、前記評価装置（１０１０）は第１の信号（ｓ１）に依存し、磁気信号（Ｓ）によ
り前記第２の導体ループ（Ｌ２）で生成される第２の信号（ｓ２）に依存し、且つ磁気信
号（Ｓ）により前記第３の導体ループ（Ｌ３）で生成される第３の信号（ｓ３）に依存し
て位置（ｘ）を判定する、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第２の信号（ｓ２）は位相ずれした第２の信号（ｓ２’）を得るために９０度だけ
位相シフトされ、前記第１の信号（ｓ１）は総和信号（ｓ４）を得るために位相ずれした
前記第２の信号（ｓ２’）に加算され、位置（ｘ）を判定するために前記総和信号（ｓ４
）と第３の信号（ｓ３）との間で位相比較が実行される、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　位相比較は次の各ステップを有しており、すなわち、前記総和信号（ｓ４）が第１のデ
ジタル信号に変換され、前記第３の信号（ｓ３）が第２のデジタル信号に変換され、位置
（ｘ）を判定するために時間測定の方式で前記第１および前記第２のデジタル信号の位相
が比較される、請求項１６に記載の方法。
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